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各位

2004 年 5 月 12 日から 21 日にかけて開催された IMO 第 78 回海上安全委員会（MSC78）の審議結

果について次のとおりご紹介いたします。

1. 条約等強制要件の採択

以下の SOLAS 条約、IMDG Code 改正案等が採択されました。

(1) PMA の改正（添付 1 参照）

MSC76 で採択された SOLAS II-1 章/3-6 規則および Technical Provisions（以下、PMA 規

則）の改正案が今回採択されました。2003 年 12 月に開催された第 23 回総会において、現

行の PMA 規則は実用的・安全でないとの懸念をギリシャ政府が示し、これをDE小委員会

で検討するよう指示が出されました。MSC78では、DE小委員会で作成された改正PMA規

則案を審議し、結果、MSC76 で採択された現行 PMA 規則より緩和された改正 PMA 規則

が採択されました。本改正規則はＳＯＬＡＳ条約の規定に基づき 2006 年 1 月 1 日に正式発

効することとなりますが、条約締約国が正式発効に先駆けて 2005 年 1 月 1 日以降同改正

規則を MSC76 で採択された現行規則の代わりに適用できることも合意されています。

(2) イマーションスーツの定員分の搭載（添付 2 参照）

定員分のイマーションスーツの搭載を要求する SOLAS III章/32規則の改正案が今回採択

されました。全貨物船に対し、新造船および現存船に関係なく、定員分のイマーションスー

ツを搭載するよう規定しています。ただし、SOLAS IX 章で定義されるバルクキャリア以外の

船種で温暖海域のみを航行するものにあっては、主管庁裁量で免除可能と規定されてい

ます。2006 年 7 月 1 日以前建造の現存船は、2006 年 7 月 1 日以降の最初の SE 検査ま

でに定員分のイマーションスーツを搭載する必要があります。

(3) 救命設備の検査・保守・ドリル（添付 2 参照）

救命設備の検査・保守・ドリルに関する SOLAS III/19, 20 規則の改正案が今回採択されま

した。発効は 2006 年 7 月 1 日を予定。

(4) 衛星 EPIRB の保守（添付 2 参照）

衛星 EPIRB の保守に関する SOLAS IV/15 規則の改正案が今回採択されました。衛星

EPIRB は 5 年に一度は承認された陸上整備施設での保守が要求されることになります。発

効は 2006 年 7 月 1 日を予定。
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(5) IMDG コードの改正

IMDG コードの第 32 回改正が今回採択されました。IMDG コード第 32 回改正は危険物輸

送に関する国連勧告の第 13 回改訂版を基に作成されたものであり、ＳＯＬＡＳ条約の規定

に基づき 2006 年 1 月 1 日に正式発効することとなりますが、条約締約国が正式発効に先

駆けて 2005 年 1 月 1 日以降同改正の全部または一部をボランタリーに適用できることも合

意されています。

2. バルクキャリアの安全対策

150m以上の比重 1,000kg/m3以上の貨物を運送するバルクキャリアに二重船側化を強制とする

MSC76（2002 年 12 月）での決定は、MSC78 において覆され二重船側の強制化は否決されまし

た。代わりに、単船側構造と同等の安全性を確保するために二重船側構造の要件が策定され

ました。（これまでの審議内容については、テクニカル・インフォメーション No. TEC-0498, TEC-
0532 を参照下さい。）

(1) SOLAS XII 章改正案の承認

上記決定に基づき、SOLAS XII 章の改正案が作成され今回承認されました。今年 12 月に

開催予定のMSC79で採択を予定しており、発効は2006年7月１日の予定となっています。

主な改正点は以下のとおりです。

(i) バルクキャリアの定義の見直し

SOLAS XII 章適用上のバルクキャリアの定義は、「鉱石運搬船および兼用船を含む

主として乾貨物をばら積みで運搬する船舶」となります。

(ii) 二重船側バルクキャリアの復原性および強度要件

150m 以上で二重船側幅 B/5 未満の新造二重船側バルクキャリアは、比重

1,000kg/m3 以上の貨物を運送するために設計された場合、損傷時復原性要件およ

び損傷時強度要件が要求されます。

(iii) 二重船側区画の要件

150m 以上の新造二重船側バルクキャリアに対する二重船側区画の要件は以下のと

おりです。

(a) 二重船側の船側外板と内側板の最小幅は 1,000mm
(b) 二重船側内の最小クリアランスは交通性を考慮し 600mm
(c) フレームが横式／縦通式構造の場合フレーム間のクリアランスは 600mm／

800mm 以上

(d) ボイドスペースであっても塗装が必要

(iv) 復原性計算機

150m 未満の新造バルクキャリアは、非損傷時復原性を計算機できるコンピューターの

搭載が要求されます。
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(v) 隔倉積みの禁止

長さ 150m 以上の密度 1,780kg/m3 以上の固体ばら積み貨物を運送する現存単船側

バルクキャリアは、「SOLAS XII/5.1 規則（浸水時強度要件）」および「IACS UR
S12(rev.2.1)または UR S31（船側肋骨強度要件）」の両方に適合していなければ、船

齢 10 年以降、Deadweight の 90%に相当する喫水以上において如何なる貨物倉を空

倉状態で航行することが禁止されます。空倉状態とは、当該貨物倉の最大積付け重

量の 10%未満の積付け状態をいいます。

(2) Free-fall Lifeboat の強制化

SOLAS IX 章で定義される新造バルクキャリアに Free-fall Lifeboat の搭載を強制化する

SOLAS III/32 規則が今回承認されました。今年 12 月に開催予定の MSC79 で採択を予定

しており、発効は 2006 年 7 月１日を予定しています。

3. S-VDR の現存船適用

(1) SOLAS V/20 規則改正

2002 年 7 月 1 日以前に建造された現存貨物船に対する S-VDR（簡易型航海データー記

録装置）搭載の義務付けする SOLAS V/20 規則改正案が承認されました。MSC79 で採択

予定。

実施時期は以下のとおりです。

- 20,000GT 以上の現存貨物船：

2006 年 7 月 1 日以降の最初の scheduled dry docking。ただし、2009 年 7 月 1 日まで。

- 3,000GT～20,000GT の現存貨物船：

2007 年 7 月 1 日以降の最初の scheduled dry docking。ただし、2010 年 7 月 1 日まで。

(2) S-VDR の性能要件

S-VDR の性能要件となる” Performance standards for shipborne simplified voyage data
recorders (S-VDRs)”が採択されました。

4. MSC79 に採択予定の条約規則改正

本年 12 月開催の MSC79 において採択が予定されている条約規則改正案が承認されました。

(1) IEC 60092-502:1999 “Electrical installations in ships-Tankers”を参照する危険区域内に設

置される電気設備に関する SOLAS II-1/45 規則、 IBC コードおよび IGC コードの改正案

が承認されました。

(2) 主操舵場所にジャイロリピーターの設置を要求する SOLAS V/19.2.5 改正案が承認されま

した。これは、2000 年改正で抜け落ちたもの。

(3) 床表面材の SO2ガス濃度に関する FTP コードの改正案が承認されました。
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5. その他情報

MSC78 の会期中の 5 月 18 日に、船舶からの大気汚染を防止するための MARPOL 73/78
Annex VI が発効要件を満たしました。MARPOL 73/78 の第 15(2)条に従い 2005 年 5 月 19 日

に発効することになります。

なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。

財団法人　日本海事協会　（ClassNK）

本部　管理センター　国際室

住所: 東京都千代田区紀尾井町 4-7（郵便番号　102-8567）
Tel.: 03-5226-2038
Fax: 03-5226-2039
E-mail: xad@classnk.or.jp

添付：

1. SOLAS II-1/3-6 規則改正および Technical Provisions 改正

2. SOLAS III/19, 20, 32 規則および SOLAS IV/15 規則改正






























